
漢方薬の自己負担を引き上げる案が浮上しています！ 
内閣府の経済財政諮問会議、財務省の財政制度等審議会財政制度分科会で議論されています 

1） 漢方薬は保険診療で認められていて，国民の健康に寄与しています． 

2） 適切な漢方診療を行うためには，医師の正しい診断が不可欠です． 

3） 漢方薬の自己負担率が引き上げられると，患者さんの経済的負担が

増加し，治療の機会を奪うことになります． 

4） 漢方薬の適正な活用は日本全体で考えると薬剤費の節減につながり

ます．自己負担を引き上げることによって医療費が高騰する可能性が

高くなります． 

一般社団法人日本東洋医学会 

表
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皆様へ 

健康保険担当委員会からの報告 

 

財務省は以前より「漢方薬の保険外し」を表明しています。平成 21年の「漢方

薬の保険外し」問題に関して、東洋医学会などによる署名活動が行われ、「漢

方薬の保険外し」問題は回避されました。しかし、依然として財務省は「漢方

薬の保険外し」を画策しております。  

平成 29年 10月 25日の財務省財政制度等審議会 財政制度分科会の資料です（図

１、２）。これによると、財務省は薬剤費自己負担の引き上げを検討していま

す。これには平成 30年度末までに、関係審議会等で検討しその結果に基づき必

要な処置を講ずる。と記載されております（図１、番号②）。 

これに関して、漢方薬関係では現在は 2つの問題が浮上しております。 

ひとつは、「市販品と同一の成分の医薬品でも、医療機関で処方されれば、自

ら市販品を求めるより大幅に低い負担で入手が可能。セルフメディケーション

の推進に逆行し、公平性も損ねている」（図２、論点中央）。これは、医療用

の漢方製剤と同等の成分を含有する “葛根湯の満量処方”が OTC漢方製剤に存

在していることから葛根湯をターゲットとしたものです。葛根湯だけを保険か

ら外す企てです。 

もうひとつは「諸外国では、薬剤の種類に応じた保険償還率の設定や・・・」

です（図２、論点下段）。例として示されているフランスの例では、薬剤の種

類に応じて自己負担割合を設定されており、胃腸薬：70%、ビタミン剤や強壮薬：

100%、などの例が記載されております（図２、薬剤自己負担の国際比較）。こ

れにならうと湿布、ビタミン剤、漢方薬などの自己負担額を増やすことが推測

されます。「漢方薬の保険外し」という極端の方法（野球でいえばストレート

攻め）から、漢方薬の自己負担割合を増やしていくという“からめて攻め”（野

球で言えば、変化球攻撃）に財務省は方向をかえてきています。 

 これに関しては、平成 29 年 5 月 25 日の財務省「経済・財政再生計画」の着

実な実施に向けた建議の資料にも記載されており、その時期に衆参の議員を訪

問し、この件に関するお話をうかがっております。その時点では、財務省には

具体的な動きはないとのことでした。財務省財政制度等審議会の資料に漢方薬
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に関する記載がみられることから、議員の先生からの助言により日本東洋医学

会健康保険担当委員会として、以下の一文を作成し公表することいたしました

（表）。このたびの 10 月 25 日の財務省財政制度等審議会においても、5 月 25

日と同様の記載がみられることから、財務省の方針や東洋医学会健康保険担当

委員会の意見表明に関する情報を、本学会の先生方とも共有すべきものと委員

会としても考えております。このような財務省の動向を注視し、この動向に対

応すべく諸先生方のご理解、ご協力をお願いいたします。  

 

平成 29年 12月 

日本東洋医学会健康保険担当委員会 
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